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■
対
象
と
な
る
医
療
機
関
な
ど

保
険
診
療
を
行
う
医
院
、
歯
科
医
院
、

調
剤
薬
局
、
接
骨
院
、
鍼
灸
・
マ
ッ
サ

ー
ジ
院

還
付
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

次
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
市
役
所

で
還
付
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

（
受
給
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
）
。

①
市
外
の
医
療
機
関
な
ど
に
受
診
さ
れ
る

場
合

※
市
内
・
市
外
の
判
断
は
、
受
診
（
調

剤
）
し
た
医
療
機
関
等
の
所
在
地
で
行

い
ま
す
。
例
え
ば
、
市
内
の
医
療
機
関

で
発
行
さ
れ
た
処
方
せ
ん
に
よ
る
調
剤

の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
市
外
の
調
剤
薬

局
で
薬
を
受
取
る
場
合
は
、
市
外
の
調

剤
薬
局
で
は
３
割
分
を
支
払
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

②
自
立
支
援
医
療
、
小
児
慢
性
特
定
疾
患
、

難
病
法
な
ど
、
他
の
公
費
負
担
制
度
で

通
院
さ
れ
る
場
合
　

※
た
だ
し
、
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通

院
）
で
通
院
さ
れ
る
場
合
で
「
精
神
障

が
い
者
医
療
費
受
給
者
証
」
を
お
持
ち

の
方
は
、
そ
ち
ら
を
使
用
し
て
く
だ
さ

い
（
窓
口
負
担
が
無
い
た
め
、
還
付
手

続
き
は
不
要
で
す
）
。

高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
た
場
合
の

子
ど
も
医
療
費
の
返
還
に
つ
い
て

受
給
者
証
を
使
用
し
て
受
診
し
た
場
合

で
も
、
健
康
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

支
給
さ
れ
た
高
額
療
養
費
の
内
、
子
ど
も

医
療
費
と
重
複
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
市

に
返
還
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
国
保
年
金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
な
ど
は

届
出
が
必
要
で
す

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た

場
合
や
保
険
証
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
、
国
保
年
金
課
に
届
出
が
必
要
で
す
。

■
問
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課　

医
療
福
祉
担
当

　


v
０
６
５
２

先
天
性
風
し
ん
症
候
群
の
防
止
の
た
め
、

予
防
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す
。
対
象
の

方
は
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
実
施
期
間

　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

■
助
成
対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
風
し
ん
抗
体
検

査
の
結
果
、
Ｈ
Ｉ
抗
体
価
が
16
倍
以
下

ま
た
は
Ｅ
Ｉ
Ａ
価
が
8.0
未
満
で
免
疫
が

不
十
分
と
判
断
さ
れ
た
方
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
妊
娠
を
予
定
又
は
希
望
す
る
女
性

②
①
の
夫
（
内
縁
の
夫
を
含
む
）

③
妊
婦
の
夫
（
内
縁
の
夫
を
含
む
）

※
①
の
う
ち
、
初
め
て
の
妊
娠
を
希
望
す

る
方
は
、
愛
知
県
半
田
保
健
所
生
活
環

境
安
全
課
（

6
３
３
４
２
）
へ
の
事

前
申
請
に
よ
り
風
し
ん
抗
体
検
査
が
無

料
で
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
れ
以
外
の
方
は
、
事
前
に
各
自
で
検

査
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
（
全
額
自
己
負
担
）
。
た
だ
し
、
経

産
婦
の
方
は
、
過
去
２
年
以
内
の
検
査

結
果
を
書
面
に
よ
り
証
明
す
る
方
法
で

も
結
構
で
す
。

■
自
己
負
担
額
（
税
込
）

◇
風
し
ん
単
独 

１
，０
０
０
円

◇
Ｍ
Ｒ
（
は
し
か
、
風
し
ん
）　
　

３
，０
０
０
円

※
生
活
保
護
受
給
世
帯
及
び
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
の

事
前
申
請
（
持
ち
物
：
風
し
ん
抗
体
検

査
結
果
証
明
書
、
認
印
）
に
よ
り
、
自

己
負
担
が
免
除
と
な
り
ま
す
。

■
接
種
方
法

指
定
医
療
機
関
へ
電
話
予
約
し
、
風
し

ん
抗
体
検
査
結
果
証
明
書
、
認
印
、
母

子
手
帳
（
経
産
婦
の
み
）
を
お
持
ち
の

う
え
、
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
指
定
医
療
機
関
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

 

保
健
セ
ン
タ
ー　


v
０
６
４
６

風
し
ん
予
防
接
種
費
用
を

助
成
し
ま
す

中
学
生
が
市
内
の
医
療
機
関
な
ど
に
受
診
し
た
場
合
の
医
療
費
の
助
成
方
法
が
変
わ
り
ま
す

４
月
１
日
か
ら
、
中
学
生
が
市
内
の
医
療
機
関
な
ど
に
受
診
し
た
場
合
の
取
扱
い

を
変
更
し
ま
す
。
今
後
は
、
市
役
所
で
の
還
付
手
続
き
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

中学生の
入院

中学生の
通院

3月31日まで（受給者証なし）

医療機関等窓口で保険
診療分の３割を支払い、
後日市役所で手続きする
ことにより自己負担額の
全額を還付

対　象

受給者証を提示すること
で、医療機関等窓口（半
田市内のみ）では保険診
療分に係る支払いはなし

医療機関等窓口で保険
診療分の３割を支払い、
後日市役所で手続きする
ことにより自己負担額の
３分の２を還付

4月1日から【受給者証を交付】

受給者証を提示すること
で、医療機関等窓口（半
田市内のみ）で保険診療
分の１割を支払い


